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 別紙 ２ 

            論 文 テ ー マ  

 

  東京ウィメンズプラザは、豊かで平和な男女平等参画社会の実現に向けて、

都民と行政が協力して取り組む具体的、実践的な活動の拠点であり、また、東

京都の配偶者暴力相談支援センターの機能も担っています。 

 この目的を達成するため、男女平等参画推進事業や女性の活躍推進事業、配

偶者暴力被害者支援のための多岐にわたる事業にも取り組んでいます。 

令和７年度に東京ウィメンズプラザが実施してきた、男女平等参画推進、女

性活躍推進や、配偶者暴力防止に関する事業内容をホームページ等で確認し、

東京ウィメンズプラザにおいて、これらの分野に関する研修や普及啓発事業を

進める際に、事業推進担当として果たすべき役割や、組織の一員として今求め

られていることについて、あなたの考えを述べてください。 


